
 
 

資料④ 
 

令和４年度における 
中小企業等支援事業について 

 
  



 
「瀬戸の都・高松」が誇るビジネスアワード表彰 

＜概要〉 

地元中小企業等の優れた取組に光をあて、敬意と感謝の意を表するとともに、その存在を広く市民に周知することで、
高校卒業後の人材流出の抑制や本市への定着、さらには、地元企業の人材確保等を図ることを目的に、令和元年度
から「瀬戸の都・高松」が誇るビジネスアワードを新たに創設しました。令和４年度の表彰企業について、各課で選考を
行った結果、以下の３社を選定しました。 
【令和４年度「瀬戸の都・高松」が誇るビジネスアワード表彰企業（団体）】 

働き方改革部門 女性活躍企業表彰 株式会社日本総険 

産業振興部門 地域経済貢献企業表彰 株式会社岡モータース 

施策貢献部門 地域グッドサポート企業表彰 株式会社三渓設備 
なお、産業振興部門の地域経済貢献企業表彰については、数多ある地域の自動車販売店の立ち位置から、キャン

ピングカー市場への参入により、新たな価値を生み出している「株式会社岡モータース」を選定しました。 
表彰企業については、令和５年２月２８日に表彰式を実施し、ホームページや SNS により表彰企業の取組等を

求職者や市内事業者へ PR しました。 

＜開催の様子＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜今年度の予定＞ 

今年度も表彰式を２月末に実施する予定です。全庁照会にて新たな表彰部門の希望調査を行うとともに、積極的
な周知を行い、本表彰制度の魅力向上のために工夫していきたいと考えております。 
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BCP策定支援事業 

＜概要＞ 

 近年多発している地震や豪雨では多くの企業が被災し、営業休止や生産ラインの停止等、事業活動に大きな影響
をもたらしており、事業継続計画（BCP）の整備や見直しへの関心が高まっています。そこで、あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社の講師による、BCP の整備をテーマとしたセミナーを開催しました。 

＜昨年度の開催＞ 

 
 日時︓令和４年１２月２０日（火）14︓00～16︓00 

          場所︓合同防災庁舎５階 ５０１会議室 
          定員︓会場２０名、WEB３０名 
          費用︓無料 
          講師︓MS＆AD インターリスク総研株式会社リスクマネジメント第四部 

事業継続第一グループ上席コンサルタント 四釜 研之介 氏 
             内容︓①BCP とは 

②BCP策定のポイント 
③BCP策定キットの活用 

             受講者数︓会場 3名、WEB６名 
 
 
 

＜今年度の予定＞ 

 本セミナーは、令和３年度から開催しており、昨年度は２回目の開催となりました。しかし、開催日が年末となったため、
受講者数が定員に届かず、課題の残るものとなりました。各地で自然災害が発生している中、BCP 策定は重要なもの
となっているため、今年度も同セミナーを開催予定です。昨年度のアンケート結果をもとに、開催日や内容を検討するとと
もに、チラシの設置や広報高松などにより広く周知していき、事業者の BCP策定の支援に取り組んでいきます。 
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かがわ正社員就職フェアの開催 

＜概要＞ 

 新型コロナウイルスの影響により離職を余儀なくされた方、雇用悪化の影響を受けやすい非正規労働者の方、現在
就職活動を行っている新卒の方等を対象に、人手不足分野の企業等とのマッチングを図るもので、関係団体と連携し
開催しました。 

＜昨年度の開催＞               

対面方式による合同企業面接会 
         日時︓令和４年１０月２３日（日）  
             午前の部 10︓30～12︓30  

午後の部 14︓00～16︓00 
         場所︓高松シンボルタワー ホール棟１階 
         参加企業数︓５９社（午前２９社、午後３０社） 
         参加者数︓延べ９５名（午前５７名、午後３８名） 
 
         オンライン形式による個別面談 
         日時︓令和４年１０月３１日（月）～１１月７日（月） 
         参加企業数︓１１社 
         参加者数︓延べ１３名 

【アンケート結果（香川県作成のアンケート結果抜粋）】 

10/23参加企業の声    10/23 参加求職者の声 

 

 
 
 
 

 

〈今年度の予定〉 
本事業は、令和２年度から行っているもので、アンケートによれば、求職者、企業双方とも約８割が「満足/どちらかと

いえば満足」と回答しています。今年度も、香川県等関係団体と連携し、同時期に開催予定です。 
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よろず経営相談会 

＜概要＞ 

セーフティネット保証の認定を取得した事業者や本市の融資制度を利用した事業者に対し、経営相談の案内を送付す
る「プッシュ型支援による経営相談」を行っています。経営相談では、香川県よろず支援拠点から主に財務・金融支援を担
当しているコーディネーターの方を派遣していただき、希望する事業者と面談する機会を提供しています。 
市が案内する相談会については、案内文を送付する際に香川県よろず支援拠点のチラシも同封しているため、市を介さ

ず、直接、香川県よろず支援拠点に相談申込をしている事業者も見受けられています。これらのことから、本市における相
談受付実績以上に、案内文を送付することによる効果があるものと考えています。 
相談会における相談内容については、活用できる補助金や助成金に関すること、事業計画の作成方法、返済リスケに

関する相談といった資金繰りに関する相談だけでなく、事業承継、人材確保・活用、販路拡大なども含んでおり、多岐にわ
たります。必要に応じて、別のコーディネーターや専門の支援機関を紹介するなど、他の支援機関と繋ぐフォローアップも行っ
ています。 

〇これまでの実施状況 

 案内送付件数 相談実績 
R２年度 5,401 42 
R３年度 8,409 48 
R４年度 6,000 22 

 
 
 

＜今年度の予定＞ 

 相談内容の集計結果から、これまでは資金繰り支援や補助金に関する相談がメインでしたが、事業拡大や新規事業に
関する相談も増えてきていることが読み取れます。また、相談件数自体が減少してきているため、今年度は、これまで同様
に「プッシュ型支援による経営相談」を実施するほか、広報高松や高松市ホームページで本相談会を広く周知し、セーフティ
ネット保証や本市の融資制度の利用者のみならず、全ての市内中小事業者を対象に実施していく予定です。 
 専門家との相談の機会を確保することで、物価高騰等の拡大が続いている中、事業者の経営改善のための支援を行っ
ていきます。 

相談内容内訳 R2 R3 R4 
資金繰り支援 12 11 4 
補助金 16 20 9 

販路開拓・商品開発 2 1 1 
事業計画 9 12 3 
その他 3 4 5 
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中小企業経営講習会の開催 
 

＜概要＞ 
中小企業の近代化・合理化の促進並びに従業員の資質及び技術水準の向上を図るため、高松商工会議所との

共催で経営講習会事業を実施しており、創業やスキルアップなど様々なメニュー構成で計９回開催しました。 
 

＜令和４年度 開催状況＞ 
№ 開催メニュー 開催日 講師 

受講者数

（人） 

1 2022たかまつ創業塾Ⅰ 
R4/5/25 

R4/6/1,8,22 

日本政策金融公庫 高松支店  

融資第二課長 明光 千明 ほか 
141 

2 事業計画書作成セミナー R4/8/23 
安藤経営戦略事務所  

代表 安藤 覺 
21 

3 経営革新塾 R4/8/30 
日本マーケティングシステム（株）

代表取締役 佐竹茂 
23 

4 2022たかまつ創業塾Ⅱ 
R4/8/31,9/7,28 

R4/10/5 

（株）はれぼし 

代表取締役 三宅哲之 ほか 
176 

5 創業フォローアップセミナー R4/10/19 
紡実ーつぐみー 

代表取締役 高畑 実代子 
14 

6 DXセミナー I・Ⅱ 
I R4/11/17 

 Ⅱ R4/12/6 

ブリッジソリューションズ（株）

代表取締役 阿部 満 
54 

7 令和４年度分所得税青色申告

決算説明会 
R4/11/29 高松税務署担当官 161 

8 令和５年新春経済講演会 R5/1/12 
明治大学政治経済学部 

教授 飯田 泰之 
159 

9 
令和４年度所得税青色申告決

算・確定申告並びに消費税確

定申告個別相談会 

R5/2/16,17,20,27,28 

R5/3/1～3,6,7,9,10 

高松商工会議所専門指導員並びに

経営指導員等 

790 

 

計 1,539 

 
＜今後の予定＞ 
 今後も、高松商工会議所と連携し、市内の事業者に講習の機会を提供していく予定です。講習の題材についても、
時代のニーズに合うものを検討し、市内の事業者の経営基盤強化に繋がるような題材を選定していきます。 
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資金繰り支援の状況 

＜セーフティネット保証の認定＞ 

 セーフティネット保証の認定とは、中小企業信用保険法第２条第５項（第６項）に基づく中小企業者の認定制度の
通称のことです。各号で定めている要件毎に国（経済産業省）がその対象範囲等について個別に指定し、中小企業者
の事業の実態がある市区町村が認定しています。中小企業者は、本認定を取ることで、中小企業の通常分の信用保証
枠とは別に 2.8億円の信用保証枠が付与されるため、信用保証協会の保証付き融資が受けやすくなります。 
 新型コロナウイルス感染症に関連し、令和 2年 2月から全国 47都道府県に対し、第 4号及び第 6項の発令が行わ
れました。なお、第 6項の危機指定期間は令和 3年 12月 31日をもって終了しています。 
セーフティネット保証４号・５号・６項の月別総認定件数(件) 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

R1 0 １ 0 0 １ １ 0 0 １ 0 0 85 89 

R2 290 1,419 991 486 376 267 346 358 358 171 555 802 6,419 

R3 10 17 23 25 19 19 16 14 18 11 16 21 209 

R4 15 22 53 59 50 65 80 117 181 20 53 61 776 

  
 
令和２年度は、「民間金融機関による実質無利子無担保融資」を受けるための要件となっていたこともあり、非常に多くの
認定を行いましたが、令和３年度については上記融資が終了したことを受け、認定件数は急減しました。令和４年度につ
いては、香川県が実施した「香川県伴走型経営改善支援融資」の認定要件となっていたため、再度増加しています。 
 今年度も引き続き認定を行い、中小企業者の資金繰り支援を行っていきます。 
 

＜高松市の融資制度＞ 

 本市では、小規模事業者向けの融資として、「事業資金融資」「緊急経営安定対策特別融資」「開業資金」を、金融
機関８行（香川銀行、香川県信用組合、高松信用金庫、百十四銀行、阿波銀行、伊予銀行、四国銀行、中国銀
行）と協調して行っています。 
令和２年度と３年度については、「緊急経営安定対策特別融資」について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

る事業者に対して、要件緩和と利子補給率の変更を行ったことにより利用者が急増しており、実行件数・実行金額共に 2
年連続で過去最高となりました。令和４年度からは、利子補給率を令和元年度以前の補給率へ変更したため、実行件
数は減少しました。 
 融資の認定事務については、事業者と金融機関が作成した融資申込書類を市役所及び香川県信用保証協会に提出
し、それぞれの機関において申込金額が妥当であるか等を含めた融資の可否について審査が行われます。その審査の結果
に基づき融資が実行されるため、申込から実行までは 2週間~１か月程度の時間を要します。 
〇融資実行件数(件) 

 事業資金融資 緊急経営安定対策特別融資 
R2 2 159 
R3 2 567 
R4 3 25 
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先端設備等導入計画 

＜概要＞ 

 本市では、中小企業者の生産性向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策
定しています。本市の認定を受けた事業者は、各種支援措置を利用することができます。 
〇申請の流れ                               

 
 認定を受けた事業者は、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができるほか、固定資産税
の特例措置を受けることができます。 

 

〇これまでの実績 
 新規認定 変更認定 
R2 28 48 
R3 44 36 
R4 36 34 

＜今年度の予定＞ 

 今年度から、通常、固定資産税の減免率 1/2 のところ、賃上げ表明を行った場合には、減免率が 2/3 と制度が変更と
なりました。物価高騰や人手不足が問題となっている中、賃金の引き上げは重要な課題です。しかし、中小企業での賃上
げは難しいものでもあるため、本制度は賃上げの後押しとなると考えられます。 
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令和４年度までは、固定資産税がゼロとなって
いましたが、令和５年度税制改正により、認定
要件や固定資産税の減免率も変更となりまし
た。今後は、新たな要件に基づき、中小企業者
の生産性向上のため認定を行っていきます。 



高松市中小企業等人材育成事業補助金 

＜概要＞ 

令和４年度から、市内の中小企業者の人材育成を支援するための「高松市中小企業等人材育成事業補助金」を交
付しています。 

 
・補助対象者 
次のア～ウまでのいずれにも該当する中小企業者 
ア︓市内に住所を有する個人事業主又は本店である営業所の所在地が高松市内である法人 
イ︓補助金の交付の申請の日において本市の市税のうち納期限の到来した税額を滞納していない者 
ウ︓補助対象経費をその受講者である経営者又は従業員に負担している者でないこと 
 

・補助対象事業 
機関 研修名称 対象研修期間 

ポリテクセンター香川 能力開発セミナー 令和５年４月３日～ 
令和６年２月２９日 四国職業能力開発大学校 能力開発セミナー 

 
・補助率、補助額等 
補助対象経費 受講料 

補助率 2分の１ 

補助上限額 ３万円 
 

〇昨年度の実績 

 申請件数︓法人２件 
 交付金額︓６０，０００円 

 

 

＜今年度の予定＞ 

 中小企業の人材育成は重要な課題となっているため、同補助金を今年度も同様に実施予定です。昨年度は周知がで
きていなかったことが、申請件数が伸び悩んだ原因であると考えられます。そのため、今年度は研修の実施機関である「ポリ
テクセンター香川」へ周知の協力を依頼し、受講者へ受講票を送付する際に、補助金のチラシを同封していただいておりま
す。ほかにも、高松市ホームページや商工会議所の会報誌にも掲載しており、広く本制度を知ってもらうことにより、人手不
足が問題となっている中小企業の人材育成を支援していきます。 
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かがわーくフェアの開催 

＜開催結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇参加企業に対するアンケート結果 ※高松商工会議所作成のものを抜粋 

 
 

 

 

 

 

 

＜今年度の開催結果＞ 

 今年度は、実施時期を早めて開催しました。 
〇対面形式 
日時︓令和５年４月２２日（土）、２3日（日） 
     午前の部【１０時～１２時３０分】   
     午後の部【１４時～１６時３０分】 
場所︓高松商工会議所会館 ２階 大ホール 
参加企業数︓１２２社 
参加求職者数︓延べ１４８人 
〇オンライン形式による個別面接 
日時︓令和５年５月 8日（月）～１５日（月） 
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〇対面方式 
開催日︓令和４年８月２０日（土）、２１日（日） 
時間︓午前の部（１０時～１２時３０分） 

   午後の部（１４時～１６時３０分） 
場所︓高松商工会議所会館 ２階 大ホール 
参加企業数︓９９社  
参加求職者数︓延べ１１１人 
〇オンライン方式 
開催日︓令和４年８月２８日～９月３日 

 

 

 

 

 



職人育成塾への支援 
＜概要＞ 
本市では、統合小学校の開校に伴い平成２６年度末に閉校となった、塩江地区の旧上西小学校、旧塩江小学

校、旧安原小学校跡施設を有効に利用できると考えられる事業を平成２７年度に公募し、その一つとして、職人育成
塾が選定されています。 
この職人育成塾は、昨今、建設業界で若者の職人就業率が低く、高齢化の進行や、次世代への技術継承が非常

に大きな課題となっており、早急に解消する必要があるとの思いから、県内の複数の（内装関連）建設業者で設立さ
れた一般社団法人が運営母体となり、スタートさせたものです。 
厚生労働省の建設労働者緊急育成支援事業として、塾生は無料で２カ月間研修、更に職業訓練を受け、期間

中に５つの技能講習修了資格を取得できます。また、就労については、希望の建設関連企業への就職が斡旋されてい
ます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
＜今年度の予定＞ 
令和５年度については、下記のスケジュールで開校予定です。 

①令和５年 6月１９日～令和５年 8月３日 
②令和５年１０月２日～令和５年１１月１６日 
 高松市としては、広報高松を始め、SNS による周知広報により、本事業の周知に協力していきます。 

○昨年度までの実績 
 
●R４年度実績 
 年２回開校 
(①６月～８月、②１０月～１１月) 
①1１名入塾、1１名卒業、1１名就職 
②８名入塾、７名卒業、５名就職 
 
●R３年度実績 
 年２回開校 
（①６月～８月、②１０月～１１月） 
①１０名入塾、１０名卒業、９名就職 
②１４名入塾、１３名卒業、１０名就職 
 
●R２年度実績 
年１回開校 

（①１０月～１１月） 
①１７名入塾、１７名卒業、１４名就職 
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